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＜業務委託先一覧＞ 

業務名 委託先 会社所在地 

遊戯施設・入園案内・子供プール (株)根岸鉄工所 埼玉県所沢市北秋津１２５ 

遊戯施設運転 ＫＣＡ(株) あきる野市代継６００ 再

委

託 

入園案内 

子供プール運営 

(株)東宝クリーン 荒川区東尾久８－１４－６ 

清 掃 (株)東宝クリーン 荒川区東尾久８－１４－６ 

樹木管理 岩田造園土木(株) 荒川区西日暮里１－５－１ 

浄化施設 クボタ環境サービス(株) 台東区松が谷１－３－５ 

流れ清掃 クボタ環境サービス(株) 台東区松が谷１－３－５ 

プールろ過点検 (株)東工業 大田区昭和島２－４－２ 

プール電磁弁シャワー保守 (株)羽興 豊島区南大塚３－１－２ 

非常装置点検 日進工業(株) 台東区台東４－２９－１３ 

キャンディハウスエレベーター保

守 

シンドラーエレベータ(株)

東京支社 

江東区越中島１－２－２１ Ｙ

Ｋビル８階 

廃棄物処理 高嶺清掃（株） 葛飾区東立石３－５－１ 

自家用電気工作物 (財)関東電気保安協会 荒川区南千住７－３０－８ 

夜間管理 (社)シルバー人材センター 荒川区東尾久４－３２－７ 

一球さん号 (有)徳栄商事 荒川区荒川１－５８－６ 

動物飼育 川原鳥獣貿易(株)  

釣り堀 (社)シルバー人材センター 荒川区東尾久４－３２－７ 

ｷｬﾝﾃﾞｲﾊｳｽ (株)フィールドサービス 品川区大崎３－１－５ 売店 

ちびっ子売店 (株)東京フードサービス 世田谷区桜新町１－１２－１３ 

地下駐車場 パーク２４(株) 千代田区有楽町２－７－１ 
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　 大型遊戯施設の安全点検内容

１．放送設備等の状況
２．試運転時の各装置の作動状況
３．異臭．異音の有無
４．非常停止装置の作動状態
５．補助エンジンの作動状態
６．施設全般及び周辺部の清掃
１．客席部分の座席．扉．身体保持装置

の状態に関する事項
２．安全柵の状態に関する事項
３．ブレーキ・安全装置・非常用装置等

の作動状態に関する事項

５．回転・昇降可動部分の状態に関す
る事項

６．電圧値・電流値の状態に関する事項
７．油圧又は空圧装置を有するものに

有っては、油又は空気の漏れ・圧力
及び温度等の状態に関する事項

１．構造部関係（基礎・構造物等）
２．軌道関係（走路・支持部材等）
３．駆動装置及び伝動装置

（電動機・伝動装置等）
４．巻上装置

（チェーンコンベア巻上装置等）
５．安全装置（非常装置等）
６．乗物関係（外装・構造部材等）
７．油圧装置・空圧装置・揚水装置

（油圧機・空圧機等）
８．電気設備（受電盤・制御盤等）
９．その他の設備（乗降場・歩廊等）

１．構造部関係（地盤・基礎・道床・構造
物・支柱及び梁・その他）

２．軌道関係（走路・支持部材・枕木・そ
の他）

３．駆動装置及び伝動装置（電動機及
び制動機・軸継手・減速機等）

４．巻上装置（チェーンコンベア巻上装
置・緊張装置・主索（鎖）及び端部

５．安全装置（非常止め装置・緩衝装置
乗物逆行防止装置・その他）

６．乗物関係（客席部外装・同構造部材
・囲い・手すり・その他）

７．油圧装置・空圧装置・揚水装置
（油圧機・空圧機・機器・計器類等）

８．電気設備（受電盤・制御盤・配線等）
９．その他の設備（乗降場・歩廊等）

１０．車軸検査及び探傷検査

週間点検

毎週水曜日を点検日と定
め、左記事項を基準に実
施

４．走路・機械各部の状態に関する事項

月間点検

半年（法定）点検

毎月１回、点検日に左記
事項を基準に実施

法定点検として、六ヶ月に
１回左記事項を基準に実
施

豆汽車については、車軸
検査及び探傷検査は年１
回実施

ファミリーコースターについて
は、車軸検査を年１回及び探
傷検査を年２回実施

項　　目 実施状況内　　容

始業時点検

営業開始前に、各機種設
備・油糧・空気圧等を左記
の点検項目を基準に実施
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　大型遊戯施設の運行管理マニュアルの内容

  １運行業務の役割分担
  ２始業・終業点検
　３運行日誌
　４利用者に対する注意事項の掲示
　５運転者の遵守事項
　６運行の中止等の基準
　７救急体制
　８事故発生時の措置
　９特定行政庁への報告
　１０教育及び訓練
　１運行業務の役割分担
　２始業・終業点検
　３運行日誌
　４利用者に対する注意事項の掲示
　５運転者の遵守事項
　６運行の中止等の基準
　７救急体制
　８事故発生時の措置
　９特定行政庁への報告
　１０教育及び訓練
　１運行業務の役割分担
　２始業・終業点検
　３運行日誌
　４利用者に対する注意事項の掲示
　５運転者の遵守事項
　６運行の中止等の基準
　７救急体制
　８事故発生時の措置
　９特定行政庁への報告
　１０教育及び訓練
　１運行業務の役割分担
　２始業・終業点検
　３運行日誌
　４利用者に対する注意事項の掲示
　５運転者の遵守事項
　６運行の中止等の基準
　７救急体制
　８事故発生時の措置
　９特定行政庁への報告
　１０教育及び訓練
　１運行業務の役割分担
　２始業・終業点検
　３運行日誌
　４利用者に対する注意事項の掲示
　５運転者の遵守事項
　６運行の中止等の基準
　７救急体制
　８事故発生時の措置
　９特定行政庁への報告
　１０教育及び訓練
　１運行業務の役割分担
　２始業・終業点検
　３運行日誌
　４利用者に対する注意事項の掲示
　５運転者の遵守事項
　６運行の中止等の基準
　７救急体制
　８事故発生時の措置
　９特定行政庁への報告
　１０教育及び訓練

内　　　　容種　　類

   ・観　覧　車

   ・メリーゴーランド

   ・スカイサイクル

   ・豆　汽　車

   ・ファミリーコースター

   ・コーヒーカップ
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安全訓練の概要

・参加者　担当部所の責任者 ・毎日実施
・内　容 ①天候状況の確認 ①乗り物　８：１５

②遊具の安全点検報告 ②遊　園　８：５０

朝　　礼 ③緊急連絡の確認
④接客の注意
⑤トラブル対応
⑥各部所からの報告
⑦事務連絡

・参加者　担当部所の責任者 ・毎月１回実施
①安全管理に関する事項
②緊急連絡網の整備 （第一週の月曜日）

安全管理委員会 ③各部所での問題点解決策
④情報の収集（天候・事故等）
⑤各部所の報告
⑥開催行事予定・事務連絡

・参加者　遊園職員全員対象 ・年３回実施
・内　容 来園者の安全避難

①ふあふあ ①夏　季 ８：３０
②観覧車 ～ １２：００

避難誘導訓練 ③スカイサイクル ②秋　季 ８：３０
④メリーゴーランド ③冬　季 ～
⑤豆汽車 １２：００
⑥ファミリーコースター
⑦コーヒーカップ

・参加者　遊園職員全員対象 ・年２回実施
・内　容 ①応急救護 ①春の防災週間

防 災 訓 練 ②防災体験 ②秋の防災週間
③消火訓練
④煙体験訓練等

・参加者　遊園職員全員対象 ・年２回実施

研　　修 ・内　容 ①安全に対する認識・対応 ①９月
②接客・マナー ②４月

内　　　　　容 実 施 状 況種　　　類
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Ａ地区 

Ｂ地区 
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事故が起こったときの緊急連絡先

①

(携帯)○○○-○○○○-○○○○
(自宅)○○-○○○○-○○○○

○○-○○○○-○○○○

(携帯)○○○-○○○○-○○○○

(自宅)○○○-○○○-○○○○ ②

(携帯)○○○-○○○○-○○○○
(自宅)○○-○○○○-○○○○ ○○○-○○○○-○○○○

(携帯)○○○-○○○○-○○○○ ○○○-○○○○-○○○○
(自宅)○○-○○○○-○○○○

③
※不在の場合は、下の欄の者に連絡し、
区長・所管部長・広報課長に連絡すること

○○○-○○○○-○○○○

○○○-○○○○-○○○○

○○○-○○○○-○○○○

○○○-○○○○-○○○○

④

○○○-○○○○-○○○○

○○○-○○○○-○○○○

事故発生

従事者
ＡＣＣ
理事長

所管部長

理事長

ＡＣＣ事務局長

区長

ＡＣＣ管理係長

遊園園長

ＡＣＣ文化事業係長

公園緑地課長

秘書課長

秘書担当課長

遊園での事故

土木部長

他の施設での事故

報道映像係長

広報課

区民生活部長

区民課長

広報課長
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副園長

副園長

副所長

補佐

（バッテリーカー６台）

・指示

園長

・観覧車

・豆汽車

所長

　・乗り物担当

　・釣り堀担当

　・売上集計担当

　・動物担当

（庶務）

（大型遊具６基）

・スカイサイクル

・メリーゴーランド

・報告

・連絡

・相談

（予算・決算）

（小型遊具６台）

・バッテリーカー

（バッテリーカー１３台）

あらかわ遊園の運営に関する指示命令系統図

　・イベント担当

　・企画事業事務担当

あらかわ遊園

ＫＣＡ株式会社

・ファミリーコースター

・コーヒーカップ

・報告

・連絡

・相談

・バッテリーカー

園内

キッズ
ランド

・ぱっくんシャークスライダー

・アニマルボールハウス

（ふあふあ遊具2基）

・小型遊具

・決定

・報告

・連絡

・相談決定

指示

（小型遊具２１台）

・報告

・連絡

・相談

・くじらスライダー

・アスレチックハウス

・おもちゃハウス

・ふうせんドーム

(ふあふあ遊具４基）

・小型遊具

平成20年3月5日

指示

決定
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  荒川区・ＡＣＣ緊急連絡網
 

①

     

Ａ 
 

Ｂ ②           

   

C 

③ ⑤

連絡経路 
サブ連絡経路 

平成 20 年 2 月 28 日作成

副区長

副区長

収入役

教育長

ACＣ 
380－7111 

管理計画課長 

公園管理係長 公園緑地課長 

土木部長 

荒 川 区
03-3895-427

（秘書） 

公園管理係担当

管理計画係長 

ACC 事務局長

あらかわ遊園 03-3893-6003 
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あらかわ遊園遊具事故に係る調査委員会設置要綱 

 

平成２０年２月２４日 

１９ 荒 総総 第 1635 号 

（ 副 区 長 決 定 ） 

 

（設置） 

第１条 区立荒川遊園における遊具事故（以下「事故」という。）の発生を受け、原因

の究明と問題点の把握、再発防止に向けた改善策等を検討することを目的として、荒

川遊園遊具事故に関する調査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 （１） 事故発生の原因及び問題点に関すること。 

 （２） 再発防止に向けた改善策に関すること。 

 （３） その他区長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

（委員長等） 

第４条 委員長、副委員長及び委員は、別表のとおりとする。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求めること

ができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 
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別表（第４条関係） 

委員長  三嶋副区長 

副委員長 三ツ木副区長 

委員   収入役 

教育長 

     管理部長 

区民生活部長 

土木部長 

     総務企画部総務企画課長 

総務企画部企画担当課長 

総務企画部秘書課長 

総務企画部広報課長 

管理部経理課長 

管理部職員課長 

区民生活部区民課長 

区民生活部文化交流推進課長 

区民生活部副参事（荒川区地域振興公社事務局長） 

土木部管理計画課長 

土木部公園緑地課長 

 
 


